
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針 5 若者の成長と社会的自立に向けた応援・支援 

 

【めざす姿】 

 様々な世代の人とかかわり、多様な価値観にふれながら、生きるヒントを得ています。若者が未来

に向かって自分らしく歩んでいます。 

【現状と課題】 

・若者が困ったときに、人に頼って相談しづらい環境が

指摘されています。 

・地域における人と人とのつながりの希薄化が懸念され

ており、子ども時代に家庭や学校とは異なる人間関係

を築くなどの体験が不足した若者が増えています。 

・（有効求人倍率、新卒生の就職率、高卒の就職率）

と、雇用状況は改善傾向にあるものの、大学生の卒

業後 3年以内の離職率は 3割にものぼっています。 

・若者が職業観を養い、社会的な自立の重要性を学ぶ

ために、高校・大学等で実施されているキャリア教育

において、職業体験やインターンシップ等の体験機会

の提供等、地域や企業との連携が求められています 

・若者が職業観を養い、社会的な自立の重要性を学ぶ

ために、高校・大学等で実施されているキャリア教育

において、職業体験やインターンシップ等の体験機会

の提供等、地域や企業との連携が求められていま

す。 

 

【データ】 

・ 

 

 

【関連計画】 

○○計画 

 

未来へ歩む若者への応援 

【用語の説明】 

基本施策 
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【施策の展開】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 気軽に立ち寄れ、相談しやすい環境づくり  

 
・気軽に立ち寄れる場所で、どんなことでも相談できる窓口を設置し、悩みを抱えた若者を応援

します。 

【主な取り組み】 

●相談することについての普及・啓発活動 【新規】 【生涯学習政策課・児童青少年課】 

何か悩みがあったときに一人で抱え込まず、世代を問わず人に頼って相談することで、前向

きに活動できるきっかけになるということを啓発します。 

 

●なんでも相談窓口（地域における活動の紹介） 【新規】 【児童青少年課】 

若者のささいな悩みを受け止め、本人が前向きに歩んでいけるためのきっかけをつくるほ

か、地域とのつながりがもてるような活動情報を提供します。 

【指標】 

＜参考＞ 国・東京都の取り組み 

・東京都若者総合相談窓口「若ナビα（アルファ）」 

  

社会的自立につながる教育・普及啓発  

 
若者の生きやすさにつながる普及・啓発活動を行い、若者が巻き込まれやすいトラブルの防

止を図るほか、若者の視野が広がる学びの機会を充実します。 

【主な取り組み】 

●若者を対象とした各種普及・啓発 【消費生活センター・交通事業課・保健所健康生活課】 

大学生に対する消費生活に関する啓発や、交通安全、食育等、若者が生きていくうえで欠

かせない分野の普及・啓発活動を行います。 

●若者の視野が広がる学びの充実【生涯学習政策課】 

＜調整中＞ 

【その他の取り組み】 

・ 

  
＜参考＞ 国・東京都の取り組み 

都立高校では、消費者庁が作成する啓発本を活用して消費者教育が行われています。 

 

  

施策 50 

施策 51 

重点施策 

資料６ 

【その他の取り組み】 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 若者のキャリア形成  

 

【その他の取り組み】 

・雇用奨励金/若者奨励金/はちおうじ就職ナビによる市内企業の発信【産業政策課】/女性のための 

再就職支援【男女共同参画課】/青年就農給付金【農林課】/リカレント教育【生涯学習政策課】 

＜参考＞ 国・東京都の取り組み 

  

求職者と求人者との間で起きているミスマッチを解消する取組みや、離職した若者による再就

職に向けた活動を支援します。また、高校・大学等で行なわれているキャリア教育に必要な支援

を行います。 

【主な取り組み】 

●若者の正規雇用の促進 【産業政策課】 

ハローワークや東京都との連携により、卒業後進路未決定の若者を対象として、就職に関す

る相談、面接会、セミナー等を実施します。 

●若者の職場定着支援【産業政策課】 

市内中小企業等に就職した若者を対象に、ビジネスマナーの習得や意欲の向上と企業を

超えた横のつながりをつくるための合同研修を行います。 

●大学等におけるキャリア教育の支援 【学園都市文化課】 

大学等の要望に応じて、学生が参加できる職場体験やインターンシップの機会を提供する

ほか、地域の課題の解決策の提案に取組む授業への課題の提供を行います。 

・若者の社会性、豊かな人間性、たくましさが養われるよう、地域において若者が参加できるボラ

ンティア等の活動の機会を拡充します。 

・若者の文化・芸術分野における活動や地域の活性化につながる活動を応援します。 

【主な取り組み】 

●若者が参加できるボランティア活動等の充実 【生涯学習政策課・学園都市文化課】 

高尾山における語学ボランティアや、児童館におけるユースリーダーの育成、農業体験な

ど、若者が参加できる様々なボランティア等の活動の充実を図ります。 

●若者の文化・芸術分野における活動の促進【学園都市文化課】 

複数の高校の吹奏楽部による合同イベント、ユースオーケストラの編成、演劇に携わる高

校生や学生による合同イベント等、日ごろの活動を地域で発表する機会や、同世代の交流機

会を提供します。 

●若者による社会参加・社会貢献活動の促進 【学園都市文化課】 

学生によるボランティア活動やイベントの開催等、社会参加・社会貢献につながる活動を促

進するため、活動資金の助成を行うとともに、活動成果を市民に広く発信します。 

 若者の「今」を応援！体験・活動の充実  

 

施策 53 

施策 52 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ図、写真、イラスト、コラム 

 

 

【用語の説明】 

【その他の取り組み】 

・高尾山における語学ボランティア【観光課】/児童館等におけるユースリーダーの育成【児童青少年課】 

・ユースオーケストラ／学生演劇フェスティバル／伝統文化ふれあい事業【学園都市文化課（学園都市

文化ふれあい財団）】 ・学生企画事業補助金／学生発表会／八王子学生ＣＭコンテスト【学園都市

文化課（大学コンソーシアム八王子）】・成人式実行委員会【生涯学習政策課】 

＜参考＞ 国・東京都の取り組み 

都立高校では、消費者庁が作成する啓発本を活用して消費者教育が行われています。 

 

  

【指標】 


